平成20年度 簡易耐震診断の申込みに際して
１．申込者申し込み対象建築物について

　　対象となる建物は、川西市内にある住宅で、昭和５６年５月以前に着工したものです。

　ただし、つぎに掲げるものは対象外です。

　　① 延べ面積の過半を超える部分が住宅以外の用に供されるもの。

　　② 平成１２年～１４年度に実施した『わが家の耐震診断』（無料）を受けたもの。
　　③ 次に掲げる工法のもの

　　　 ・枠組壁工法

　　　 ・丸太組工法

　　　 ・旧建築基準法第３８条の規定による認定工法

　　　 ・混構造のもの（縦増築等は不可）

　　　 ・現況において、特定行政庁から法第９条に規定する措置が命じられているもの

２．申し込みまでの準備について、簡易耐震診断員の事前確認が必要です。

　　申し込みの前にお渡しする『簡易耐震診断登録事務所名簿』の中から、建物の構造に該当する『簡易耐震診断員』に直接連絡していただき、内諾を受けていただく必要があります。その後に、簡易耐震診断の申し込みをしていただきます。
＊ 診断員欄に記載されている［W］・［ＲＣ］・［Ｓ］は診断可能な建物の構造です。
＊［Ｗ］= 木造　［Ｓ］＝ 鉄骨造　［ＲＣ］ ＝ 鉄筋コンクリート造

＊ 構造・建物用途により診断費が異なりますので注意してください。
※ 事前に内諾を受けておられない場合、申し込みの受付ができませんので、ご注意下さい。
３．申込には、下記の①から③の書類が必要です。

　　①『簡易耐震診断申込書』（例）戸建て住宅は 様式第１号－１(第５条関係)
　　　　＊ 構造・建物用途ごとに様式が異なりますので注意してください。
＊ 必要事項を記入し、記名・押印のうえ申し込みしてください。
　　②『付近見取り図』

住宅の位置が確認できるもの。（住宅地図でも可です。）

　　③『建築年が確認できる書類』
次のいずれかを添付していただきます。
＊ 住宅の建築時の「建築確認通知証」または「検査済証」の写し。
　　　　＊ 住宅の登記簿謄本の写し。
